
市 営住宅の

入居促進を図る

市
営
住
宅
条
例

・
特
定

公
共
賃
賞
住
宅
条
例

・
単

身
者
賃
貨
住
宅
条
例
の

一

部
を
改
正

市
営
住
宅
、
特
定
公
共

賃
貸
住
宅
及
び
単
身
者
賃

貸
住
宅
の
入
居
者
資
格
で

あ
る

「市
内
に
３
ヶ
月
以

上
居
住
」
す
る
居
住
要
件

を
廃
止
し
、
市
外
か
ら
の

入
居
促
進
を
図
り
ま
す
。

（５
ぺ
―
ジ
に
関
連
記
事
）

災 害弔慰金の

支給対象を拡大

市 長・目U市 長 の

給 料 を減 額

災
害
弔
慰
金
の
支
給
等

に
関
す
る
条
例
の

一
部
を

改
正

３
月
Ｈ
日
に
発
生
し
た
東

日
本
大
震
災

に
お
け
る
災

害
被
災
者
支
援

の

一
環
と

し
て
、
災
害
弔
慰
金

の
支

給
対
象
と
な
る
遺
族

の
範

囲
は
、
従
前
は
配
偶
者
、

子
、
父
母
、
孫
、
祖
父
母

と
な

っ
て
い
ま
し
た
が
、

こ
れ
ら
の
遺
族
が
い
ず
れ

も

い
な

い
場
合
で
、
同

一

生
計

の
兄
弟
、
姉
妹
が
い

る
場
合
、
こ
れ
ら
の
方
も

災
害
弔
慰
金

の
支
給
対
象

と
す
る
も
の
で
す
。

（５
ぺ
―
ジ
に
関
連
記
事
）

嘉
麻
市
市
長
及
び
副
市

長
の
給
料
の
減
額
支
給
に

関
す
る
条
例
に
つ
い
て

嘉
麻
市
職
員
に
よ
る
不
祥

事
２
件

（暴
力
事
件

・
横

領
事
件
）
が
発
生
し
た
こ

と
に
伴

い
、
市
行
政
の
責

任
者
と
し
て
、
自
ら
戒
め

る
た
め
、
市
長
及
び
副
市

長
の
給
料

に
つ
い
て
、
平

成
２３
年
１０
月
１
日
か
ら
Ｈ

月
３。
日
ま
で
の
２
カ
月
間
、

現
行
の
給
料
額
か
ら
１０
％

を
減
額
し
ま
す
。

（本
会
議
で
の
質
疑
は
）

質
　
市
長
自
ら
が
責
任
を
と

っ
て
給
料
減
額
を
す
る
こ

と
に
つ
い
て
は
評
価
す
る

が
、
合
併
前
の
旧
団
体

に

お
い
て
は
、
職
員
を
懲
戒

免
職

に
し
た
と
き
は
、
３

ヵ
月
の
減
額
と
な

っ
て
い

る
。
ま
た
、
な
ぜ
、
２
カ

月
な
の
か
。
２
件

の
不
祥

事
を
考
慮
し
て
の
こ
と
か
。

笙
口
　
前
例
は
あ
る
程
度
調
査

し
て
い
る
。
ま
た
、
市
長
、

副
市
長
に
つ
い
て
は
、
人

事
諮
問
委
員
会
で
検
討
す

る
こ
と
で
は
な

い
の
で
、

減
額
の
期
間
は
自
主
的
判

断
に
よ

っ
て
決
定
し
た
。

ま
た
、
暴
力
事
件
に
つ
い

て
も
加
味
し
て
い
る
。

質
　
懲
戒
処
分
を
し
て
、
１

ヵ
月
ほ
ど
経
過
し
て
い
る

が
、
人
員
の
補
充
は
。

笙
口
　
処
分
さ
れ
る
ま
で
の
間

は
、
そ
の
課
の
職
員
な

の

で
、
補
充
は
行

っ
て
い
な

い
。
ま
た
、
中
途
で
の
人

事
異
動
は
難
し
い
も
の
が

あ
る
の
で
、
時
期
を
み
て

早
急

に
対
応
し
た

い
。

質
　
再
発
防
止
の
た
め
の
チ

ェ
ッ
ク
機
能
は
ど
う
す
る

の
か
。

竺
目
　
財
務
会
計
を
通
ら
な

い

準
公
金

の
洗

い
出
し
を
し
、

会
計
管
理
者
と
と
も
に
問

題
点
の
指
導
を
行

い
、
再

発
防
止
を
は
か
り
た

い
。

暴
力
事
件

に
つ
い
て
も
、

コ
ミ

ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を

図
れ
る
よ
う
な
職
場
環
境

づ
く
り
を
周
知
徹
底
し
た

い
。

質
　
暴
力
を
ふ
る
う
こ
と
は

確
か
に
悪

い
が
、
被
害
者

に
も
問
題
が
あ

っ
た
の
で

は
な

い
か
。

基
口
　
公
平
に
被
害
者
、
加
害

者
の
陳
述
書
を
読
ん
で
、

停
職
３
ヵ
月
と

い
う
処
分

を
行

っ
た
。
被
害
者

に
対

し
て
も
、
今
後
２
度
と
こ

の
よ
う
な

こ
と
の
な

い
よ

う
に
、
上
司
と
し
て
指
導

を
し
て
ほ
し
い
と
口
頭
注

意
を
し
て
い
る
。

（４
ぺ
―
ジ
に
関
連
記
事
）

市営住宅

議会だよりかまし(22号 )


